
2月

3月

税の申告
市県民税の申告は3月16日月までです。 忘れずに申告しましょう。

平成27年1月1日現在、仙北市にお住いの方は、仙北市に前年（平成26
年1月1日から12月31日まで）の収入状況を申告しなければなりませ

ん。申告書用紙は1月下旬から税務課、各地域センターおよび出張所の窓

口に備えていますので、3月16日月までに申告してください。

なお、2月5日木から3月16日月まで次のとおり申告相談日を設けます

ので、ご利用ください。

　給与や年金※のほかに、農業や事業を営んでいる方

や、家賃・地代・小作料・受取保険金・譲渡所得（土地、

家屋を売った方）などの収入がある方は申告をしなけ

ればなりません。

収入が全くない方も申告の必要があります。

　申告をしないと、公営住宅入居・児童手当・保育園

入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住

民税の課税・非課税証明書の交付や、国民健康保険税

の軽減制度が受けられませんのでご注意ください。

　また、非課税年金（障害年金、遺族年金等）受給

者についても申告が必要です。

※公的年金等に係る確定申告不要制度について

　平成 23 年分の所得税確定申告から公的年金等の収入金額の合

計額が 400 万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の

所得が 20 万円以下である場合には、税務署への確定申告が不

要となっていますが、市県民税の申告が必要ですのでご注意く

ださい。

　申告書用紙の事前送付はしていません。市役所各庁

舎窓口に備えていますのでご利用ください。（ホーム

ページからもダウンロードできます。）

　農業や事業を営んでいる方で青色申告をされている

方は、申告相談できませんので、直接税務署に申告し

てください。

各会場の初日の午前中は特に混雑しますので、

待ち時間が長くなることをご了承ください。

また、3 月 9 日以降は大変混み合うことが予想

されますので、早めの相談をお願いします。

地区毎に日程を決めていますが、市内

どこの会場でも相談可能です。ご都合

のよい日にご来場ください。

① 税務署に確定申告を提出する方

② 給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が税務課

に提出されている方（ただし、各種控除の適用を受

けようとする方は除きます。）

① 印鑑

② 収入額等を証明するもの

 　●  給与所得者や年金受給者は、源泉徴収などの収入

が明らかとなるもの

 　●  事業所得者は、領収書、収支計算書や帳簿類

 　●  その他の所得がある方は、収入額を証明するもの

および必要経費がわかるもの

③ 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの

 　（例）○ 医療費、寄付金の領収書　○ 健康保険料、介

護保険料の領収書等　○ 国民年金保険料、生命保

険料、地震保険料等の控除証明書　○ 障害者手帳、

療育手帳、学生証等の証明書　○ 医師等が発行す

る証明書（おむつを使う必要がある方）　○ 福祉事

務所で発行する認定書（寝たきり等による介護を

要する方）

※所得税の還付を受ける場合は、『源泉徴収票』、および『各種領

収書等』の添付が義務付けられています。無い場合は還付が受

けられませんので、必ず事業所等より交付を受けてから申告相

談にきてください。還付金は、口座振込になりますのでご指定

される金融機関口座がわかるものをご準備ください。

申告が必要な方

平成 27 年度市県民税　申告相談日程表

申告書用紙について

問合せ　税務課  ☎43-1117

次の方は原則申告が必要ありません
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